
灘
鰐
叢

.
行 変

通
税

の
長

短

・

傳
統
派

の
肚
會

連
帯

思
想

・

・

肚

會
哲
學

脈
墜
土
意

的
二
元
論
的
思
想

・

経
済
道
と
経
済
術

…

跨

論
調

我
國
の
人
口
封
食
糧
問
題

食
料
品
市
場
問
題

育
ハ

料

金
輸
出
解
禁
問
題

…

難
耶

蘇

戦

争
と
道
徳

の
原
則

・

物
値
引
下
策

と
抽
籤

景
品
附
萱

買

排

マ
ル
ク
ス
説

の
新
刊
書

=

一に
つ
い
て
・

日
銀
兌
換
券

獲
行
高

の
季
節

的
攣
動

.
法
華
博
士

文
學
博
士

法

學

士

法

學

土

聯

戸

正

雄

米

田
庄

太

郎

恒

藤

恭

作

田

荘

一

法
學
博
士

山

本

美

越

乃

注
學
博
士

河

田

嗣

郎

法
學
博
士

戸

田

海

市

法
華
博
士

法
學
博
士

注
學
博
士

注

學

士

財

部

静

治

小

川
郷
太

郎

河

上

肇

汐

見

三

郎

㌧



時

跳
旨涌

我
が
國
の
人
口
封
食
糧
問
題

山

本

美

越

乃

人
は
結
肚
的
の
動
物
な
り
ご
は
先
哲

ア
リ
ス
ト
ナ
レ
ス
の
夙
に
道
破
せ
る
所
な
る
が
.
由
来
人
は
軍
凋
孤
立

の

生
活
を
警
む
こ
ご
能
は
す
、
人
類

の
棲
息
す
る
所
帯
に
必
ず
集
固
結
阯
の
現
象
を
俘

ふ
を
以
て
本
膿

ご
す

る
、
而

し
て

一
定
の
土
地

の
面
積
上

に
人
類
の
集
團
的
生
活
を
警
め
る
現
象
を
爾
し
て
肚
會
ご
謂
ひ
、
此

の
砒
會

磐
組
織

せ
る
人
の
総
和
を
人
口
ξ
補
す

る
の
で
み

ろ
、
故
に
人
口
問
題
な
る
も
の
は
軍
純
な
る
個
人

の
問
題
に
非
す
し
て

全
く
砒
會
問
題
で
あ
る
、
人
類
の
藁
囲
的
生
活
を
特
め
る
所

に
耐
食
存
し
、
肚
愈
の
存
す
る
所

に
人
日
又
必
す
存

す

ε
せ
ぱ
、
人

口
を
研
究
の
主
題

ご
す
る
所
謂
入
口
問
題
な

る
も

の
は
、
其
の
沿
瀕
す
る
所
頗

る
古
し
ε
吉
は
ね

ば
な
ら
兎
、
.併
し
往
昔
人
口
未
だ
澗
密
な
ら
す
獲
て
到
る
庭

に
慶
大
な
る
土
地

の
残
存
せ
る
時
代

に
は
、
假
令
人

口
問
題
な
る
も
の
あ
り
ご
す

る
も
、
そ
は
或
は
軍
事
上
の
目
的
即
ち
領
土
防
衛
上
の
必
要
よ
り
、
或
は
財
政
上

の

目
的
的
ち
人
頭
税
共
の
他
之
に
類
す

る
租
税
徴
股
上
の
必
要
よ
り
論
議
せ
ら
れ
た
乃
か
、
然
ら
ず

ん
ば
軍
純
な
る

種
族
繁
殖
の
見
地

よ
り
此
の
問
題
を
考
察
せ
る
に
廻
ぎ
す
し
て
、
今
日
構
す

る
人
口
問
題
な

る
も
の
適
は
大
に
其

時

論

我
が
國
の
人
口
射
食
糧
澗
題

第
十
五
巻

(錦
五
號

み
こ

七
二
五

,



時

論

我
が
國
の
入
口
封
食
糧
問
題

第
十
五
巻

(第
五
號

八
二
)

七
二
六

の
意
義
を
異
に
し
て
居

つ
だ
の
で
あ
る
。

然
る
に
近
時
の
人
口
問
題
は
圭

こ
し
て
経
済
上
及
道
義
上
の
見
地

よ
b
之
を
考
察
せ
ん
ε
す
る
も
の
に
し
て
、

彼
の
ト
ー

マ
ス
、

ロ
バ
ー
ト
、

マ
κ
サ
ス
が
第
十
八
世
紀

の
末
葉

『
人
日
論
」
を
公
に
し
た

る
よ
り
始
め
て
世

の

注
意
を
惹
く
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
、
固
よ
り

マ
ル
サ

ス
以
前
に
も
人
口
問
題

に
就
き
て
意
見
を
爽
表
し
た
る
人

な
き
に
非
ざ
る
も

(
例

へ
ば
ゴ
ソ
ド
ウ
イ
ソ
の
如
き
或
は

コ
ン
ド
ル
シ
エ
ー
の
如

き
)
、
其

の
議
論
は
未
だ
廣
く
世

の
注
意
を
惹
く
程
に
深
刻
に
問
題
の
急
所
に
鯛
れ
て
居
ら
な
か
っ
た
、
然

る
に

マ
ル
サ

ス
は
其
の
著
『
入
口
論
」
に

於
て
、
人
口
は
幾
何
級
敷
的
の
速
度
を
以
て
増
加
す
る
も
、
之
を
支

ふ
べ
き
食
糧
は
算
術
級
数
的
の
速
度
を
以
て

増
加
す

る
に
過
ぎ
沌
、
散

に
現
状

の
儘
に
放
置
せ
ば
食
ふ
に
糧
な
き
人
間

を
増
加
せ
し
め
、
其
の
結
果
疫
病
、
饑

餓
、
戦
争
等

の
滲
劇
を
演
せ
し
め
、
或
は
盗
賊
、
掠
奪
、
殺
人
、
堕
胎
等

の
罪
悪
を
殿
生
せ
し
め
、
斯
く
し
て
人

類
は
互
に
白

頭
の
境
涯
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
而
し
て
之
を
救

ふ
の
途

は
唯
各
人
が
克
己
自
制
に
依
り
て
人
口

の
増
加
を
制
限
す
る
に
あ
る
の
み
ご
の
、
有
名
な
る
入
口
の
前
途

に
饗
す

る
悲
観
説
を
公
に
し
て
大
に
世
人
の
注

意
を
喚
起
し
た
、
彼

れ
の
説
は
肚
會
の
各
方
面
に
非
常
な
る
反
響
を
與

へ
、
爾
來
脛
濟
上
及
道
義
上
の
見
地
よ
り

人

口
問
題
を
學
問
的
に
研
究
せ
ん
`
す

る
者
を
綬
出
せ
し
め
、
甲
論
乙
駁
以
て
今
日
に
及

ん
で
居
る
、
故

に
近
時

の
人
口
問
題
は

マ
ル
ヴ
ス
を
以
て
其

の
起
黙
ε
稠
す
る
も
敢

て
失
當
で
な

い
。

廣
く
人
口
問
題
ご
稠
す
る
塒
は
入
口
に
關
す

る

一
切
の
問
題
を
包
括
す

べ
き
が
故
に
、
其

の
意
義
甚
だ
漠
然
π



る
が
如

き
威
あ
る
も
、
現
今
人
口
問
題
が
極

め
て
重
大
な
る
問
題
ε
し
て
研
究

せ
ら
れ
論
議
せ
ら
る
Σ
中
心
は
、、

要
す
る
に
人
口
の
増
減
が
如
何
な
る
影
響
を
家
族
、
國
家
、
世
界
等
に
及
ぼ
す
や
ε
云
ふ
黙

に
あ
り
、
而
し
て
人

口
の
増
減
が
如
何
な
る
影
響
を
家
族
、
国
家
、
世
界
等
に
及
ぼ
す
や
ε
云
ふ
こ
ε
に
關
し
て
は
、
之
を
種
炬
の
方

面
よ
り
考
察
す
る
ご
ざ
を
得
る
の
で
あ
る
、
例

へ
ば
貧
困
問
題
、
螢
働
問
題
、
職
業
問
題
、
土
地
問
題
、
食
糧
問

題
、
國
民
保
健
問
題
、
国
防
問
題
、
移
植
民
問
題
等
の
各
方
面
よ
り
考
察
し
て
、
其

の
利
害
得
失
を
攻
究
す
る
こ

ε
を
得
る
の
で
あ
る
、
併
し
本
論
の
目
的
は
圭
ε
し
て
食
糧
問
題
よ
り
魏
た
る
我
が
國
の
人
口
問
題
を
研
究
せ
ん

・ご
す
る
に
在

る
を
以
て
、
必
要
な
き
限
・ワ
は
他
方
面
の
考
察
に
は
論
及
し
な

い
。

凡
そ

一
国
の
入
口
問
題
を
考

ふ
る
に
當
b
て
は
、
先
づ
其
の
基
礎
こ
な
る

べ
き
事
實
即
ち
共
の
國
の
人
口
の
實

敷
を
知

る
こ
ご
が
最
も
肝
要
な
る
も
、
這

は
人
口
調
査
の
方
法
に
依
り
て
之
を
知
る
の
他
途
が
な
い
、
然
る
に
人
、

口
の
調
査
は
肚
曾
の
進
歩
換
言
せ
ば
調
査
機
聞
及
其
の
準
備
の
完
整

ご
共

に
次
第
に
確
實
性
を
帯

ぶ
る
に
至
る
も
、

肚
會

の
末
だ
進
歩
せ
ざ
る
時
代

に
は
調
査
万
法
の
如
き
も
頗

る
不
完
全
な
る
の
み
な
ら
す
、
諸
種
の
事
情

の
爲
め

に
實
際
調
査

を
妨
げ
ら
れ
、
若
く
は
故
意
に
事
實
を
隠
蔽
せ
ん
ご
す
る
が
如

き
傾
き
あ
る
よ
り
、
到
底
調
査
の
完

全
を
期
待
す
る
こ
ε
を
得
な

い
、
我
が
國

の
人
口
調
査
も
亦
此

の
例
に
洩
れ
す
し
て
維
新
前
に
於
け
る
調
査

己
維

新
後
に
於
け
る
調
査

ε
の
問

に
は
著
き
差
異
が
あ
る
、
故
に
我
が
國
の
人
口
を
便
宜
上
維
新
の
前
後

に
分
ち
て
其

の
大
勢
を
観
察
せ
ん
に
、

時

論

我
が
國
の
人
口
…劉
食
糧
問
題

第
十
五
巻

(第
五
號

八
三
}

七
二
七

9



時

論

我
が
國
の
人
口
封
食
糧
問
題

錆
十
五
巻

(第
五
號

八
四
)

七
二
八

ラ一
維
新
前
の
我
が
國
の
入
口
に
就
き
て
は
今
日
信
頼
す
る
に
足
る
べ
き
衣
献

に
乏
く
、
・從
て
僅

に
残
存
せ
る
断
片

(

・

的
の
材
料

よ
り
之
を
推
測
し
得
る
に
過
ぎ
ぬ
、
往
昔
國
土
の
面
権
に
比
し
て
人
口
稀
薄
な
り
し
時
代
に
は
、
各

.

人
は
些
溝
上

に
何
等
の
不
安
を
威
す

る
こ
己
な
か
b
し
を
以
て
、
其
の
行
動
は
自
ら
自
然
主
義
的
若
く
は
本
能

充
足
主
義
的
な
b
し
こ
ご
は
之
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
、
從
て
斯
か
る
時
代
に
は
入
口
は
生
活
問
題
以
外
の

或
特
別
の
理
由
〔例

へ
ば
私
通
姦
通
等
に
因
る
堕
胎
の
如
き
)を
以
て
制
限
せ
ら
れ
た
る
他
は
、
特
に
制
限
を
受
く

る
こ
ε
な
く
し
て
自
由

に
増
加
し
た
る
も
の
、
如
(
で
あ
る
、
併
し
其
の
増
加
の
賓
数
に
至
り
て
は
今
日
よ
り

之
を
知
る
由
が
な

い
,
此

の
如
く
し
て
我
が
國

に
於
て
も
八
代
將
軍
徳
川
吉
宗
の
時
に
至
る
迄
は
、
人
口
に
關

し
て
信
撮
す
る
に
足
る

べ
き
記
録
が
殆
こ
な

い
ξ
稠
し
て
も
敢
て
過
書
で
な
い
、
然
る
に
徳
川
吉
宗
の
時

に
至

り
て
不
完
全
な
が
ら
當
時
の
帳
簿

に
基
き
て
人
口
の
調
査
を
為
せ
し
が
、
其
の
概
数

に
掠
れ
ば
二
千
六
百
鯨
萬

人
ご
稽
せ
ら
れ
た
、
有
名
な
る
享
保
年
間

の
人
口
調
査
ピ
し
て
世
に
傳

へ
ら

る
、
所
の
も
の
は
帥
ち
.
之

で

あ

る
、
此
の
地
維
新
前
の
我
が
國
の
人
口
の
こ
ε
に
閲
し
て
は
勝
安
廃
兵
も
次
の
如
き
こ
ご
を
盲

ふ
て
居

る
、
即

.

ち
、
…
…
…
人
口
の
如

き
も
戸
籍
の
制
あ
り
調
庸

の
怯
め
b
之
を
精
密
に
調
査
せ
し
事
疑
ふ

べ
か
ら
す
ビ

い
へ

こ
も
文
献

の
徴
す

る
に
足
る
も
の
な
し
、
近
古
戦
争
の
性

ざ
な
り
し
ょ
り
邦
内
紛
瓠
を
極
め
終

に

　
國
の
人
員

も
知

る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
、
而
し
て
軍
人
は
其
敷
を
秘
し
て
隣
国
に
も
知
ら
し
め
す
是
れ
軍
略
の
要
に
出
で

て
各
共
衆
多
を
爾
し
て
融
園
を
恐
怖

せ
し
め
其
猛
勢
を
張
る
に
よ
る
、
此
弊
や
泰
李
の
聴

に
至
り
て
も
政

融
す

-「



軍
役
の
粧
あ
り
ε
い
へ
こ
も
其
藩
士
の
人
員
を
秘
せ
ボ
る
も
の
な
し
㍗
熱
り
ご
い

へ
ご
も
其
國
岨
面
の
贋
挑
地

下
の
形
勢
を
観
察
す
れ
ば
自
ら
其
大
数
は
知
ら
る

べ
き
も
の
な
b
、
余
業
す
る
に
近
古
以
来
全
國
軍
人
所
謂
武

士

の
敷
大
凡
三
十
敷
高
に
過
ぎ
ざ
る
べ
し
、
而
し
て
国
民
の
大
敷
に
及
び
て
は
享
保
の
調
査
最
も
適
實
に
し
て

後
謹
ご
な
す
に
足
れ
り
…
…
…
…
〔勝
伯
編
、
吹
塵
鎌
止
、
第
五
冊
入
口
及
國
高
之
部
、
人
種
人

甘
小
記
)
五
、

要
す
る
に
維
新
前

の
人

口
の
状
態
に
關
し
て
は
今
日
之
を
精
密
に
知
る
こ
ξ
を
得
な
い
。

⊃
維
新
後

に
於
励
る
我
が
國
の
人
口
調
査
の
最
初
の
も
の
は
明
治
四
年
太
政
官
布
告
第
七
十
號
戸
籍
法

に
煽
り
羅

五
年
に
全
国
の
人
口
を
調
査
し
て
戸
籍
を
整
頓
し
た
る
を
以
て
始
め
ε
し
、
爾
来
明
治
三
十
年
に
至

る
迄
は
毎

年
各
地
方
よ
り
報
告
を
徴
し
て
調
査
を
織
綾
せ
し
が
、
同
三
十

一
年

に
改
正
戸

法
の
實
施
せ
ら
る

、
や
調
査

手
績
を
改
め
て
將
來
は
五
年
毎

に
申
告

せ
し
む
る
こ
ご

＼
し
た
、
然

る
に
同
三
十
五
年

に
至
り
国
勢
調
査

に
關

す
る
法
律
公
布
せ
ら
れ
之
に
擦
れ
ば
十
年
毎
に
調
査
を
行
ふ
こ
蓬
、
し
、
其

の
第

一
回
の
調
査
は
大
正
九
年
十

月

一
日
午
前
零
時
の
現
在
を
以
て
行
は
れ
だ
の
で
あ
る
、
而
し
て
該
調
査
に
櫨
れ
ば
我
が
國
の
内
地

に
現
在
せ

る
人
口
の
総
撒
は
五
千
五
百
九
十
六
萬

一
千
百
四
十
人
で
あ

っ
て
、
其
の
密
度
は

一
方
哩
に
付
三
百
七
十
六
人

、

鮫
の
割
合
ご
な
っ
て
居

る
、
今
迄
を
外
國
の
例

に
徴
す

る
に
北
米
合
衆
國
の
入
口
は

一
億
五
百
七
十

日
萬
六
百

二
十
人
二

九
二
〇
年
)、
濁
逸
は
五
千
九
百
八
十
五
萬
七
千
二
百
八
十
三
人
二

九

一
九
年
)、
英
吉
利
は
四
千
七

百
三
十
萬
七
千
六
百

一
人
二

九
一
二

年
)、
佛
蘭
西
は
三
千
九
百
二
十
萬
九
千
七
百
六
十
⊥
八
人
(
一
九
一
二

年
)、

時

論

我
が
國
の
人
口
対
食
掻
問
題

第
十
五
巻

(第
五
號

八
五
)

七
二
九

(1)外 画 の 事 例 に 關 ず ろ 計 数 にTheState5man'5Year-Book,Ig2zに 嫁 ろ 。
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.

時

論

我
が
國
の
人
口
封
食
糧
問
題
.

第
十
五
巻

(第
五
號

八
六
)

七
三
〇

伊
太
利
は
四
千
七
萬
百
六
十

　
人
(
一
九
二

一
年
)
、
な
る
を
以
て
、
我
が
國
は
.現
今
の
交
明
國
中

に
於
て
は
米
、

凋

に
次
で
人
口
の
多

い
國
で
あ
る
、
ヌ
其
の
密
度
よ
り
す
う
も
白
耳
義
の

一
方
哩

に
付
六
百
七
十
人

2

九
二

.

○
年
)
、
和
蘭
の
五
百
四
十
四
人
(
一
九

二
〇
年
)
に
次
で
我
が
國
は
人
口
の
密
度
の
高

い
國
で
あ
る
。

、
我
が
國
の
人
口
の
趨
勢
は
維
新
以
降
年

々
増
加
の

　
方
の
み
に
し
て
、
明
治
五
年
の
人
口
調
査
の
際

に
は
三

千
三
百
萬
人
皇
な
り
し

も
の
が
同
二
十
二
年
に
は
四
千
萬
人
塁

に
達

し
、
更
に
同
四
十

二
年
に
は
五
千
萬
人
塁

に
迄
増
加
し
た
、
而
し
て
.大
正
九
年

の
第

一
回
国
勢
調
査

の
結
果
我
が
國
の
入
日
の
現
在
敷
は
前
述

の
如
く
五

千
五
百
九
十
餓
萬
人
な
る
こ
ご
明
か
ε
な
り
し
を
以
て
、
足
れ
に
依
り
て
観
れ
ば
明
治
五
年
乃
至
大
正
九
年
の

四
十
九
箇
年
間

に
於
け
る
人
口
の
増
加
は
二
千
二
百
萬
人

に
上
b
、
假
り
に
明
治
五
年
の
人
口
を

一
〇
〇
ご
せ

ば
大
正
九
年
の
人
口
は

エ
八
九
ε
な
り
、
即
ち
四
十
九
箇
年
間
に
六
割
九

分
の
増
加
を
示
し
て
居
る
。

由
来
人
口
の
増
加
は

一
方
よ
り
之
を
観
察
す
る
時
は
國
家
父
は
肚
會
の
隆
昌
の
反
映
こ
し
て
現
は
る
》
も
の
な

る
が
故

に
、
斯
か
る
黙
よ
り
せ
ば
寧
ろ
慶
す

べ
き
で
あ
る
が
、
唯
問
題
は
輩
に
敷
に
於
て
増
加
す

る
の
み
な
ら
ず

其
の
質

に
於
て
も
亦
優
良

ご
な
る
の
傾

き
あ
り
ゃ
如
何
ε
云
ふ
こ
ε
之
で
あ
る
、
蓋
し
頁
質
な
る
人
口
の
増
加
は

毫
も
憂

ふ
る
の
必
要
な
く

国
家
肚
會

の
爲
め
に
慶
賀
す

べ
き
事
た
る
を
以
て
で
あ
る
、
嘗
【て
ウ
ヰ
リ
ア
ム
、

ペ

ツ
チ
ー
は
人
口
は
十
年
を
以
て
倍
加
す

べ
し
ご
言
ひ
、
又

マ
ル
サ
ス
は
何
等
の
制
限
を
受
く
る
ご
ざ
な
き
塒
は
人

口
は
二
十
五
年
を
以
て
倍
加
す

べ
し
三
=口
へ
る
は
、
悲
観
的
人
口
論
者
の
常

に
引
用
す

る
所
な
る
も

、
此
の
如
き

齢

司



急
速
度
を
以
て
す
る
人
口
の
壇
加
は
常
例
ε
し
て
は
之
を
獲
見
す

る
こ
ε
を
得
な
い
、
併
し
假
b
に
最
近
即
ち
大

正
三
年
乃
至
同
七
年
の
五
箇
年
間

に

於
け
る
人
口
,一
〇
〇
Q
人
に
付

一
箇
年
の
李
均
増
加
傘

一
二
、
〇
九
人
の
割

合
を
以
て
算
出
せ
ば
、
我
が
國
の
人
口
は
約
五
十
八
箇
年
を
以
て
倍
加
す

る
こ
ご
、
な
る
、
故
に
此

の
計
算
に
振

れ
ば
大
正
七
十
年
頃

に
は
我
が
人

口
は

一
億
を
突
破
す

る
謬
ε
な

る
の
で
あ
る
、
而
し
て
若
し
人
口
が
此

の
如
き

勢
を
以
て
増
加
す
ご
假
足
せ
ば
、
我
が
国
土
内

に
是
等

の
人
口
を
牧
馨
し
得
る
や
否
や
ε
云
ふ
に
、
之
を
他
國
の

例

に
徴
す

る
に
白
耳
義
は
人
口
の
最
も
稠
密
な
る
國

に
し
て

一
方
哩

に
六
百
七
十
人
を
牧
容
せ
る
が
故
に
、
此

の

割
合
を
以
て
せ
ば
我
が
国
土
内

に
は
九
千
九
百
六
十
飴
萬
人
を
容

る
ふ
こ
ε
を
得

べ
く
、
從
て
現
在
の
人
口
の
増

加
牽
を
以
て
す

る
も
今
後
称
ほ
五
十
絵
年
間
は
其
の
牧
容
力
あ
り
ε
吉
ひ
得
る
、
叉
和
蘭

の
人
口
の
密
度
即
ち

一
.

方
眼

に
五
百
四
十
四
人
の
割
合
を
以
て
せ
ば
、
我
が
國
上
肉

に
は
八
千
〇
九
十
鯨
萬
人
を
容
れ
得

べ
き
が
故
ζ
、

今
後
膚
ほ
四
十
鯨
年
間
は
人
口
の
牧
容
力
あ
り

ご
構
す

る
こ
ε
が
出
家
る
、
併

し
今
日
の
勢
を
以
て
進
ま
ば
早
晩

牧
容
力
の
充
賞
す
る
時
期
の
來
る
ご
云
ふ
こ
ご
だ
け
は
畳
悟
せ
な
け
れ
ば
な
ら
頗
こ
ε
は
勿
論
で
め
る
。

乍
然
又
他
方
よ
り
之
を
観
察
す

る
時
は
、
人

口
の
多
少
は
国
力
の
消
長
ε
密
接
な
る
關
係
を
有
し
、
平
時
に
於

て
は
固
よ
り
戦
時
に
於
て
も
岳
等
両
者
の
關
係

の
密
な

る
も
の
あ
る
こ
ε
は
、
現
に
佛
濁
両
國
の
實
呪
に
徴
す

る

も
明
か
な
る
所

に
し
て
、
他
の
事
情

に
し
て
大
差
な
く
ん
ぱ
人
口
の
多
き
國
は
然
ら
ざ
る
國
よ
り
も
、
少
く
ぜ
も

う

次
に
述

ぶ
る
が
如
き
利
益
を
有
す
乃
こ
ご
は
事
實
で
あ
る
。
即
ち

一
人
目
の
増
加
は
国
民
の
活
動
力
を
豊
富
な
ら

く

時

論

我
が
國
峨
人
口
尉
食
糧
問
題

第
十
五
巻

(第
五
號

八
七
)

七
==

'

.



・

時

論

我
が
國
の
人
口
封
食
糧
問
題

.

第
十
五
巻

(第
五
號

八
入
)

七
三
ニ

ロ

う

し
め
封
内
的

に
も
封
外
的
に
も
獲
展
を
可
能
な
ら
し
む
る
利
益
が
あ
る
、
二
産
業
上
の
活
動
に
峡
.く
可
か
ら
ぎ

る

勢
力
の
供
給
を
潤
澤
な
ら
し
め
座
業
立
山
の
基
礎
を
竃
固
な
ら
し
む
る
利
益
が
め
る
、
三
人
日
の
増
加
は
国
防
力

(

ラ

を
充
資

せ
し
む
る
利
益
が
あ
る
、
四
人
目
の
増
加
は
国
民

に
海
外
獲
展
の
動
機
を
與

へ
移
梅
民
的

の
活
動
を
刺
戟

エ

す

る
利
益
が
あ
る
、
五
人
目
の
増
加
は
各
人
の
間

に
競
争
・心
を
旺

ん
な
ら
し
め
鴫
勉
努
力
の
念
を
強
か
ら
し
む
る

(

利
益
が
あ
る
。

,併
し
既
に
述

べ
た
る
が
如
く
人

口
の
増
加
は
数
の
問
題
ε
共

に
常
に
質
の
問
題
を
考
慮

し
て
、
其
の
果
し
て
喜

ぶ
べ
き
現
象
な
る
や
否
や
を
決
せ
な
け
れ
ば
な
ら
漁
、
而
し
て
償

の
問
題

に
就
き
て
蝕
に
特
に
注
意
す

べ
き
は
一

返
特
學
養
の
口
に
す
る
所
謂
優
生
畢
上
の
研
究
に
依
り
、

優
良
な
る
分
子
を
積
極
的
に
保
護
し
増
殖
せ
し
め
ん
.

ε
す
る
こ
ご
も
固
よ
り
必
要
で
あ
る
が
、
吾
人
は
我
が
國
剣
玉
の
急
務
ε
し
て
は
寧

ろ
現
代
文
明
の
齎
す
各
種
の

悪
疾
の
傳
播
を
防
ぎ
、
之
が
豫
防

に
全
力
を
儘
く
す

こ
ご
に
依
り
て
消
極
的
に
国
民
の
禮
質

の
塵
頽
を
防
ぎ
、
斯

く
し
て
健
全
な

る
分
子
を
保
存

し
増
加
せ
し
む
る
こ
ε
に
努
力
す

る
を
肝
要
ご
信
ず
る
、
此

の
如
く
し
て
敷
の
増

加
ε
共
に
質
の
優
良
を
維
持
す
る
こ
ε
を
得
ば
人
口
の
増
加
は
敢

て
之
を
憂
ふ
る
に
足
ら

臓
の
で
め
る
。

、唯
前
述
の
如
き
場
合
に
次
ぎ
に
問
題
ご
な
る
は
、
是
等
の
増
加
し
π
る
人
口
に
謝
し
て
適
當
の
職
業
を
與

へ
、

又
必
要
な
る
生
活

の
資
料
を
與
ふ
る
こ
ご
を
.得

る
や
否
や
ご
吉

ふ
こ
ご
で
あ
る
、
若
し
増
加
し
た
る
人
口
に
謝

し

て
適
當
の
職
業
`
必
要
な
る
生
活

の
資
料
を
與

ふ
る
こ
ε
を
得
ば
、
多
々
益

々
側
方
の
充
實

ご
域
猿
の
増
進
を
棚

.



待
.し
得

る
鐸
で
あ
る
.
於

.
乎
問
題
は
更

に
進

ん
で
増
加
し
た
る
人
口
に
謝
し
て
與

ふ
べ
き
職
業
の
有
無
ざ
、
之

を
支
ふ

べ
き
生
活
資
料
如
何
ε
云
ふ
こ
ご
に
及
ば
ね
ば
な
ら

33
、
然
る
に
増
加
.し
た
る
人
口
に
射
し
て
興
ふ
べ
き

職
業
の
有
無
に
聞
す

る
研
究
は
、
本
論
の
論
題
外

に
亙
る
`
天
蛾
⇔
に
問
題
の
範
園
を
人
な
ら
し
む
る
め
虞

れ
め

る
よ
り
之
が
詳
論

は
他
日
に
譲

り
、
藪
に
は
唯

;
日
年
々
増
加
す
・べ
き
人
口
に
謝
し
て
通
常
の
職
業
を
與

へ
ん
.ご

徹

せ
ば
、
本
來
自
給
的
の
性
質
を
宿
せ
る
産
業
た
る
農
業
の
み
に
如
何
に
顧
精
す
る
も
到
底
其

の
目
的
を
達
す
る

こ
ピ
を
待
球

い
、
之
ご
北
ハ
に
国
際
的
産
業
剛
コ
b
商
工
業
的

の
方
面
に

　
新
生
面
を
拓
く
に
非
す
.ん
ば
不
可
な
る
こ

ε
を
附
言
す
る
に
止

め
、
之
よ
り
本
論
の
主
眼
花
る
増
加
し
た
る
人
口
を
支

ふ
べ
き
生
活
の
資
料
殊
に
其
の
食
糧

問
題

に
付
き
て
研
.究
を
進

め
る
こ
`
N
す
る
。

・
・
.
人
口
の
増
加
ε
共

に
先
づ
第

一
に
吾
人
の
念
頭
に
浮
び
来
る
問
題
は
其
の
食
糧
に
關
す
る
問
題
な
る

も
、
此
所

に
吾
人
の
研
究
せ
ん
こ
す
る
所
の
も
の
は
、
食
糧
の
中

に
就
き
て
も
殊
に
主
要
な
る
地
位
を
占
む
る
米
に
關
し
て

の
問
題
で
あ
る
。

明
治
二
十

一
年
よ
b
障
大
正
十
年
に
至
る
迄

の
三
+
四
箇
年
間

に
於
け
る
米

の
需
要
供
給
の
関
係
を
観
る
に
.

内
地
の
生
産
額

の
み
を
以
て
需
要
を
充
犯
し
得

た
る
は
、
僅
に
明
治
三
十
二
年
以
前

に
於
け
る
数
年
に
過
ぎ
す

し

て
、
其
の
他
の
年

に
於
て
は
唯
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
常

に
鹸
…移
入
米
に
依
り
て
供
給
の
不
足
を
緩
和
し
蹴
れ
る
を

以
て
、
我
が
國

に
於
け
る
米
の
供
給
不
足
の
問
題
は
近
年
に
至
り
て
始
め
て
起

れ
る
問
題
に
非
す
し
て
、
實
鳳
罵

塒

輪

栽
が
國
の
人
口
封
食
糧
問
題

鶉
†
五
巻

(粛
五
號

八
九
)

電
一二
三
「

」)開 治二十一 二 十二,二十四1二十五,二十六,二十八,二十九及三-.卜二鯛.こ過 ぎず。

大 正八年 二月農商務 省刊『米萎統計要萱』参照o
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＼

時
.
論

我
が
國
の
人
n
封
食
糧
問
題

駕
十
五
巻

(第
五
號

九
〇
)

七
三
四

に
二
十
十
有
餓
年
來
の
大
問
題
で
め
る
、
固
よ
り
米
の
需
要
額
の
増
加
ε
共
に
其
の
生
産
額
も
亦
年
々
増
加
し
つ
、

、
め
る
こ
ε
は
事
實
な
る
も
、
其
の
増
加
の
割
合
は
到
底
需
要
の
増
加
の
割
合
に
及
ば
な
い
、
大
盤
我
が
国
民

の

李

均

一
人
當
の
米

の
需
要
額
ば
幾
許
な
り
ゃ
ぜ
云
ふ
に
、
這
は
年
に
依
り
て
多
少
の
差
異
あ
る
も
明
治
二
十

一
年

よ
り
同
三
十
年
頃
迄
は
卒
均

一
人
當
九
斗
四
升
餓
な
b
し
に
、
同
三
十

一
年
よ
り
三
十
五
年
迄
の
間

は
李
均
九
斗

幽
ハ
升
餓
に
増
加
し
、
更
に
明
治
三
十
六
年
以
後
は

一
石

一
升
以
上
に
上
り
、
最
近
即
ち
大
正
六
年
よ
b
昨
十
年
迄

の
五
箇
年
間
の
實
呪
に
依
れ
ば
、

一
箇
年
干
増
大
千
三
百
一
.一十
山
ハ
高
石
飴

の
米
を
消
費
し
つ
、
あ
る
が
故
に
、
之

を
入
監
の
総
数
五
千
五
百
九
十
⊥
ハ
萬
人
に
観
賞

つ
る
時
は
、
李
均

一
人
當

の
米
の
消
費
額
ば

】
石

一
斗
三
升
鯨

に

相
當
す

る
こ
巴
、
な
る
の
で
め
る
。

然
な
に
内
地

の
米
.の
生
産
額
は
大
正
九
年
に
六
千
八
十

餓
萬
石
、
同
十
年
に
六
千
三
百
二
十
鯨
高
石
ご
云
ふ
稀

.

な
る
牧
穐
を
見
た
る
も
、
其
の
他
の
年
に
は
少
き
時
は
五
千
萬
石
内
外
、
多
.き
時
ε
錐
』
五
千
七
八
百
萬
石
を
出

で
ざ
り
し
が
故
に
、
内
地
の
生
産
額
の
み
に
て
は
到
底
需
要
を
充
た
す

ら
ε
能
は
す
、
.從
て
其
の
不
足
額
は
或
は

外
米
の
輸
入
に
依
り
.或

は
朝
鮮
米
及
毫
湾
派
分
移
入
に
依
り
.て
補
充
し
來

つ
π
の
で
め
る
、
斯
ぐ
し
て
最
近
十
箇

年
間

の
甲
均
に
櫨

晒
ば
輸
入
米
は

一
箇
年
約
百
九
十
八
萬
石
稜
入
木
は
約
二
百
三
十
八
萬
石
合
せ
て
四
百
三
十
六

萬
石
蝕
に
上
砺
、
此
の
中
よ
り
内
地
米
の
園
外
に
輸
移
出
せ
ら
る
.、
穎

一
箇
年
約
四
十
萬
石
を
差
引
く
時
は
、
結

局
輸
騒
入
米
の
超
渦
額
は

一
箇
年
李
均
三
百
九
十
六
萬
着
蝕

駕
達
す

る
の
で
あ
る
、
凋

軌
人
口
の
増
加
の
み
な
ら



す
國
氏
.の
生
活
程
度
の
進
歩
す
る
に
伴
ひ
、
圭

異
食
櫨
"叩
帥
b
日
寓
の
糧
ご
し
て
氷

を
消

賀
す

る
以
外
に
、
種
々

の
加
工
振
掛
品

〔例

へ
ば
酒
類
、
酢
、
麹
.
菓
子
等
の
原
料
ε
な
す
が
如
さ
)
.こ
し
て
之
を
清

賀
す
る
こ
ε
も
亦

少

か
ら
ざ
る
が
故

に
、
米
の
需
要
額
の
年
々
増
加
の
傾
向

め
る
こ
ビ
は
止
む
を
得
ざ
る
所
で
あ
る
。

元
来
人
口
増
加
の
摩
な
る
も
の
は
決

し
て
不
鍵
的
の
も
の
に
非
す
し
て
時
ピ
共

に
鍵
化
す

る
が
故
に
、
.過
去
に

於
て

↓
定
の
比
例
を
以
て
増
加
し
乗
れ
る
が
故

に
將
張
も
亦
必
す
同

「
比
例
を
以
て
増
加
す

る
も
の
＼
如
く
に
推

断
す

る
こ
ε
の
正
し
か
ら
ざ
る
は
勿
論
な
る
も
、
假
り
に
渦
虫
に
於
け
る
が
如
き
か
若
く
は
略
.之
に
近

き
比
例
を

.

以

て
今
後
も
人
口
増
加
す

る
も
の
ε
せ
ば
、
而
し
て
又

一
面
に
於
て
は
人
口
の
増
加
は
國
力
の
充
實
及
国
富
の
増

進

に
重
大
な

る
關
係

を
有
す
る
こ
ε
前
述
の
如
し
ご
せ
ぱ
、
現
在

に
於
て
既

に
食
糧
の
不
足
を
告
ぐ
る
駄
態
に
.在

る
誠
が
國
は
、
何
よ
b
も
先
づ
食
糧
政
策
の
確
立
を
計
る
こ
ε
を
以
て
最
も
急
務
`
す

べ
き
は
勿
論
の
こ
ε
で
あ

る
、
然

る
に

一
部
の
論
者
闘
に
は

『
食
糧
歌
策
に
如
何
に
努
力
す

る
も
到
底
人
口
の
増
加
に
追
随
す
乃
こ
ε
は
不

可
能
で
あ
る
、
故

に
結
局
人
艮
の
増
加
を
制
限
し
て
活
路
を
開
化

の
他
途
な
し
」

ε
論
じ
て
問
題

の
解
決
を
直
ち

に
人
口
制
限
論
に
求
め
ん
こ
す
る
が
如
き
者

が
あ
る
が
、
入
口
の
増
減
は
鬮
運
の
清
長
に
至
大
の
關
係
を
有
す
る

重
大
澗
題
た
る
以
上
は
、
食
糧
敬
策
上
最
早
他
に
施
す

べ
き
策
な
し
ご
せ
ば
兎
に
角

、
術
ほ
施
す

べ
き
幾
多
の
方

策
の
遺
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
に
於
て
、
先
づ
此

の
方
面
に
患
實
な
る
研
究

ご
考
慮
ξ
を
加

ふ
る
こ
ご
を
爲
さ
す
し

て
,直
ち
に
醗
鐸
的
の
人
口
制
㎏
論
を
借
り
来
り
て
此
の
重
大
問
題
を
輕

々
に
論
議
し
去
ら
ん
ε
す

る
が
如

き
は
.

鮪

瀟

我
が
國
の
人
日
樹
食
糧
副
題

第
十
王
春

(第
五
號

九
一
)

七
三
五

0

9



「

陪

論

義
が
跡
の
人
口
封
食
糧
間
慰

鰐
掌
篇
巻

〔第
五
號

九
二
)

七
三
が

決

し
て
真
摯
な
る
態
度
ε
秘
す
る
こ
`
を
得
な
い
、
故

に
吾
人
は
人
口
の
制
限
に
依

る
所
謂
消
極
的
の
人
口
勤
食

糧
の
調
節
策
を
考
ふ
る
前

に
、
先
づ
食
糧
の
増
加
に
依
る
積
極
的
の
人

口
蜀
食
糧
の
調
節
策
を
考

ふ
る
こ
ざ
を
以

て
急
務

ご
信
じ
、
且
之
を
極
力
提
唱
せ
ん
ピ
欲
す
る
者

で
あ
る
。

然
ら
ば
共

の
所
謂
食
稲
の
増
加

に
依
る
積
極
駒
の
人
口
勤

気
嶺
の
調
節
策
ご
は
如
制
な
る
も
の
な
り
や
ε
云
ふ

に
、
之

に
も
亦
二
つ
の
意
義
が
め
る
.
即
ち
其
の

一
は
現
在
の
生
産
額

中
よ
り
日
常

の
糧
食
用
に
更
に
多
く
の
量

を
充

て
し
め
ん
が
爲
め
に
、
糧
食
以
外
の
目
的
例

へ
ば
酒
類
、
酢
、
麹
、
菓
子
等
に
少
か
ら
ぎ
る
米
萎
を
消
費

し

つ
、
め
る
現
斌
ぜ
改

め
て
、
是
許
の
目
的
の
駕

の
に
す
る
消
費
量
セ
可
及
的
節
減
せ
し
む
る
こ
ご
、
米
嬰
以
外

の

食
糧
品
に
し
て
其
の
代
用
こ
な

る
物
は
之
が
使
用
を
漿
慨
す
る
こ
ご
、
米
婆
等
の
精
白
法
を
改
め
て
其
の
賢
質
減

を
豫
防
し
現
實
量
の
増
加
を
計
る
こ
ご
等
で
あ

っ
て
、
其
の
二
は
耕
地

の
櫨
張
及
整
理
、
農
作
方
法
の
改
良
、
植

民
地
農
業
の
翼
廊
等
に
依
り
て
積
極
的
に
食
糧
の
増
加
を
計
る
こ
ξ
是
れ
で
あ
る
、
而
し
て
第

一
の
方
法
に
就

き

て
は
既

に
屡

々
論
議
せ
ら
れ
た
る
所
な
る
も
、
第
二
の
方
法
に
閲
し
て
は
未
だ
世
人
の
注
意
を
喚
起
せ
し
む
る
に

足

る
程

の
有
力
な
る
説
を
多
く
耳
に
し
な
い
、
故

に
吾
人
は
此
の
第
二
の
方
法
に
依
る
食
糧
問
題
解
決
の
資
料
ε

な
る
べ
き
事
項
を
薙
に
紹
介
せ
ん
ε
思
ふ
。

上
述
の
第
二
の
方
法
に
就
き
て
は
嚢

に
農
商
務
省
の
農
務
局
に
於
て
可
な
り
綿
密
な
る
調
査
を
遂
げ
て
其

の
見

込
を
獲
表
し
π
こ
ご
が
あ
る
、
吾
人
は
敢
て
此
の
調
査
が
完
全
無
鉄
の
も
の
で
あ
る
ご
は
信
せ

阻
、
併
し
比
較
的

劫 大正七年農商務省農務局刊『本邦食料(米 、饗)需 給 に關す み将来 の見込』



,

、

多
く
の
專
隠
家
を
使
用
し
、
若
く
ば
其
の
意
見
を
徴
し
て
此

の
極
の
試
査
を
籍
し
得
る
観
官
を
存
ず

る
中
史
官
臨

の
調
査
な
る
よ
b
、
不
完
全
な
る
個
人
的
の
調
査
よ
り
は
遙

に
確
實
性
に
富

め
る
も
の
ε
し
て
、
圭
ε
し
て
其

の

調
査
に
探
り
て
人
口
封
食
糧
問
題
の
解
決
に
關
す
る
吾
人
の
所
論
を
進

め
て
見
よ
う
こ
思
ふ
。

・

.

該
調
査
に
櫨
れ
ば
我
が
國

の
人
口
の
増
加
牽
を
假
り

に
毎

年

　
○
○
○
人
に
付

一
四
、
二
七
人

(大
正
七

ヰ
以

前

の
最
近
八
箇
年
間
の
至
境
増
加
率
)
ピ
し
て
計
算
せ
ば
、
十
箇
年
後
(
調
査
の
年
即
ち
大
正
七
年
よ
り
起
算
す
、

以
下
胤
じ
)
.に
は
八
百
六
十
四
萬
八
千
人
、
二
十
箇
牛
後
に
は

「
千
八
百
六
十

一
萬
二
千
人
、
三
十
箇
年
後
に
は

三
千
晃

萬
三
天

の
合

繕

加
玉

総

配
し
て
讐

誉

襲

量
の
増
袈

之
に
準
じ
て
計
算
す
る
時
は
・

十
箇
年
後
に
は
八
百
八
十
二
萬

一
千
屠
(
一
年

】
人
當

　
石
〇
二
升

ε
す
)
、
二
十
箇
年
後
に
は

一
千
八
百
九
十
八

萬
四
千
石
、
三
十
箇
牛
後
に
は
三
千
〇
六
十
九
萬
五
千
石
の
消
費

を
増
加
す

べ
し
、
故
に
現
在
既
に
不
足
せ
る
額

(大
正
七
年
し
於
け
る
米

の
不
足
額
は
百
六
十
八
萬
四
千
石
)
ε
將
遼
人
口
の
増
加
に
伴

ふ
消
費
額
の
増
加
ぜ
を
合

し
て
將
來
の
米

の
不
足
額
を
算
出
せ
ば
、
十
箇
年
後
に
は

一
千
〇
五
十
萬
五
千
石
、
二
十
箇
年
後
に
は
二
千
〇
六

十
⊥
ハ
萬
八
千
石
、
三
十
箇
年
後
に
は
三
千
二
百
三
十
七
萬
九
千
石
の
不
足
を
生
す

る
こ
ε
』
な
る
課
で
あ
る
、
然

る
に
此
の
需
要

の
増
加
に
謝
し
て
園
内

に
於
て
米
の
供
給
の
増
加
を
計
ら
ん
が
爲
め
に
探
る
べ
き
方
策
ざ
し
て
は

次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

(第

一
)は
内
地

に
於
け
る
耕
地
の
頭
張

に
依
り
て
之
に
慰
せ
ん
こ
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
北
海
道
を
除
き
内
地

時

論

我
が
國
の
人
.口
封
食
糧
問
題

第
十
五
巻

戸第
五
號

九
三
)

七
三
七

」

、

(註)本 調査 の年自口ち大正七牟 の人 口の現 在鍛 は五千 六百八十一萬一千八百人 こなり居
る も大正九年に於け ろ第一 回国勢 調査 の結果 に内地 に現在ぜ る人口の総鍛 は五㌣ 「
玉百 九十六萬一千百四十 人な るこ建明 かピな りし々以て此の計算 に少 しく多 きに

過 ぐ從'(他 の計数の上障 も相遜な生す る こミば注 意な要 す。



■

時

論

我
が
國
の
人
口
封
食
糧
問
題
.

.
第
+
五
巻

〔第
五
…澱

九
四
)

七
三
入

の
み
に
て
現
在
耕
地
振
張
の
見
込
あ
る
土
地
は
約
百
三
十
萬
町
歩
あ
る
を
以
て
.、
第

一
期

の
事
業
`
し
て
十
五
箇

年
計
蛋
を
以
て
先

づ
二
十
五
萬
町
歩
を
急
に
開
獲
す

る
こ
ご
エ
し
、
其
の
後
は
必
要
に
懸
じ
て
毎
年
二
萬
五
千
町

歩
乃
至
三
萬
町
歩
を
開
護

し
行
く
こ
ご

、
す

る
、
尤
も
右
の
十
五
箇
年
計
甕
の
他
に
從
來

の
施
設
に
依
り
て
も
毎

年

　
萬
町
歩
位
は
開
獲

さ
る

、
が
故
に
、
之
を
合
す
る
時
は
十
五
筒
年
闊

に
納
四
十
萬
町
歩
の
土
地
を
開
醸
す
る

こ
蓬
を
得
る
の
で
あ
る
、
此
の
他
に
北
海
道

に
於
て
も
耕
地
擁
張
の
見
込
あ
る
土
地
は
七
十
饒
萬

町

歩

程

め
る

㌍
以
て
、
毎
年
約
二
萬
六
千
町
歩
を
開
凝
す
る
時
は
、
内
地
北
海
道
を
合
し
て
十
箇
牛
後

に
は
約
二
百
三
十
四
萬

石
、
二
十
箇
牛
後
に
は
約
六
百
二
十
三
萬
石
、
三
十
箇
牛
後
に
は
約

一
千
〇
五
十
四
萬
石
の
米
の
増
牧
を
見

る
こ

ご
が
出
一楽
る
の
で
あ
右
。

・.

(第
二
)
は
内

地
に
於
け
る
耕
地
の
改
良

に
依
り
て
之

に
癒
せ
ん
ご
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
地
の
現
在
の
耕
地
改

良

の
見
込
地

は
約
百
萬
町
歩
な
る
を
以
て
、
毎
年
約
三
萬
町
歩

の
割
合
を
以
て
改
頁
整
理
せ
ば
、
十
箇
午
後
に
は

鉤
眉
二
十
三
萬
石
、
二
十
箇
牛
後
仁
は
約
二
百
四
十
六
萬
石
、
三
十
箇
年
後
に
は
約
三
百
三
十
八
萬
石
の
米

の
増

版
を
見
る
こ
ご
が
出
京
る
の
で
あ
.る
。

(第
三
)
は
内
地
に
於
け

る
農
作
方
法
の
改
良
に
依
り
て
米
の
増
牧
を
計
ら
ん
こ
す

る
も
の
で
あ

っ
て
、
農
作
方

法
の
改
良

に
多
少
注
意

せ
ば
、
水
稻
は

一
反
歩

に
付
毎
年
半
均

一
升
宛
陸
稻
は
卒
均
六
七
合
宛
を
増
加
せ
し
む
る

こ
芝
恩
敢
て
困
難
な
る
こ
ε
で
な

い
、
徴
に
此
の
方
荘
に
像
り
て
も
十
個
年
後
に
は
荊
三
百
入
十
五
鶏
石
、
二
十

、



、

鱗
牛
後
に
ば
絢
廿
盲
断
十
萬
石
、
↓二
十
箭
乍
後
.札
ぽ
組

一
千

一
百
萬
石
の
米
の
堪
耽
を
見
お
こ
ご
が
臨
雍

み
の
で

あ
む
。
.
.

・
.

-

パ
第
四
)は
朝
鮮
及
藍
灘

に
於
け
る
農
業
の
奨
顧
及
改
良
に
依
り
て
移
入
米
.を
増
加
せ
し
む
る
こ
ご
で
あ

っ
て
v

其
の
奨
煽
方
法
の
如
何
に
よ
り
て
は
十
箇
年
後
に
約
二
百
六
十
萬
石
、
二
十
箇
年
後
に
約
五
百
十
萬
石
、
三
十
箇

、

牛
後
に
約
七
百
七
十
萬
石
の
米
を
移
入
せ
し
む
る
こ
ざ
は
決
し
て
難
事
で
な

い
。

此

の
如
く
し
て
以
上
の
四
方
法
を
併
せ
行

ふ
ご
せ
ば
、
十
箇
年
後
に
は
約

一
千
萬
石
、
二
十
箇
年
後
に
は
約
二

ざ

千

.一
百
萬
石
、
三
十
箇
年
衝
に
は
約
三
千
三
百
萬
石
の
米

の
供
給
の
増
加
を
見

る
こ
ξ
＼
な
ゲ
、
即
ち
十
箇
牛
後

に
は
其
の
供
給
復
は
優
に
増
加
し
π
る
人
口
の
需
要
額
を
充
た
し
て
荷
ほ
飴
り
め
る
状
態
に
達
す
る
に
至
る
の
で

・あ
.る
D
.
.

以
上
は
農
商
務
省
の
食
料
自
給
策

に
閲
す
る
調
査
を
基
礎
ε
し
て
、

我
が
國
に
於
け
る
人

口
封
食
糧
問
題
の
調

節
は
、
若
し
政
府
も
国
民
も
共

に
之
が
解
決
を
最
先

の
急
務

ε
し
て
、
.
.
其
の
断
行
に
着
手
す

る
の
勇
氣
ε
決
心
だ

.

に
あ
ら
ば
毫

も
困
難
な
る
問
題
に
非
ざ
る
こ
ご
を
掲
示
し
た
に
溝
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
が
、.
・更
に
該
調
査
を
仔
細

に
撫

す
る
時
は
∀
今
日
の
實
呪
よ
り
せ
ぱ
此
の
調
査
は
凡
て
に
於
て
寧

ろ
大
に
内
輪

に
見
積
ら
れ
居

る
こ
ご
を
獲
見
す

る
こ
ε
が
出
来
る
、
即
ち
其
の
内
の
或
項
目

に
就
き
て
ば
多
く
、
天
威
項
目
に
就
き
て
は
少
く
見
積
ら
れ

っ
＼
あ

ド

る
結

果

、
人

口
封
食
糧
問
題

の
解
決

に
は
更

に
有
利

な

る
結

論
を
生

督
し
む

る
こ
ご

＼
な

る
の
で

あ

る
。
.

時

論

我
が
國
の
人
口
封
食
糧
問
題

第
}十
五
巻

(第
五
號

九
五
)
.
七
三
拓

、

■



レ

時

論

我
が
國
の
入
口
封
食
糧
問
題
.

第
十
玉
巻

(第
五
號

九
六
)

七
四
〇

例

へ
ば
該
調
査

に
擦

れ
ば
大
正
七
年
の
人
口
の
現
在
敏
を
五
千
六
百
八
十

一
萬

一
千
八
百
人
ご
見
橿

り
之
を
基

準

ε
し
て
諸
種
の
算
建
を
爲
せ
る
も
、
二
年
後
の
大
正
九
年
十
月

一
日
の
國
勢
調
査
の
結
果
に
檬
れ
ば
、
同
月
の

現
在
数
に
.於
て
既

に
我
が
人
口
は
五
千
五
百
九
十
六
萬

一
千
百
四
十
人
な
る
こ
ご
を
確
か
め
得

π
る
が
如
き
、
文

人
ロ
の
増
加
牽

に
就
き
て
も
該
調
査
は
.毎
年

一
〇
〇
〇
人

に
付

一
.四
、
二
七
人
ε
し
て
算
定
せ
る
も
、
潅
は
人
口

増
加
率
の
最
も
大
な
り
し
明
治
四
十
四
年
乃
至
大
正
四
年

(此
の
五
箇
年
間
は
多
き
年
は
人
口

一
〇
〇
〇
人
に
付

一
五
、
九
九
人
、
少
き
年
ε
雌
も

一
四
.
六

一
人
分
割
合
を
以
て
増
加
七
た
り
)
を
其
の
内

に
包
含
せ
し
め
て
芋

均
牽
を
算
出
し
た
る
を
以
て
斯
く
高
率
ざ
な
れ
る
も
、
大
正
五
年
以
後
は
人
口

一
〇
〇
〇
人
に
付

一
二
、
七
〇
人

以
下
に
下
り

っ
、
あ
る
が
故
に
、
此

の
趨
勢

に
し
て
持
綾
せ
.ん
か
、
人

口
増
加
の
貿
数
も
亦
該
調
査
よ
り
は
遙
に

少
か
る

べ
く
、
更
に
耕
地

の
櫃
張
及
改
頁
の
見
込
地
の
面
積

に
至
り
て
は
、
何
れ
も
其
の
見
積
り
の
寧

ろ
小
、

過

ぐ
る
な
き
や
を
疑
は
し
む

べ
き
幾
多
の
理
由
あ
り
、
又
儼
存
其
の
見
積
り
を
正
賞
な
り
ご
す
る
も
、
熟
田
の
米
の

収
穫
量
を
孚
均

一
反
歩
に
付

一
、右
七
軒
四
升
七
合
ご
し
、
農
事
の
改
頁
に
依
り
て
三
十
箇
年
間
に
三
斗

(
毎
年

↓

升

の
割
合
)
を
増
加
し
て
三
石
〇
四
升
七
合
に
達
す
る
も
の
窪
し
て
計
算
せ
ら
る
Σ
も
、
輓

近
農
作
方
法
の
改
頁

に
依
り
て

一
反
歩
に
付
三
石
乃
至
四
五
の
牧
穫
を
見

る
こ
ε
稀
な
ら
ざ
る
現
歌
の
下
に
於

て
は
、
垂
下
均

一
反
歩

の

牧
穫
量
を
三
十
箇
年
後
に
於
て
三
石
内
外
ご
算
定
す

る
こ
ε
は
當
を
得
ざ
る
べ
く
、
恐
く
ば
熟
田
の
米

の
牧
穫
量

の
基
礎
を

}
反
歩

熊
狩
雫
鈎
二
五
五
斗
内
掛

ε
淀
む
る
こ
ε
を
撮

る
瀧
至
乃
は
、
猿
き
粥
來
0
こ
ご
で
な
か
あ
う

唱



ε

思

は

る

」
。

占

以
上
の
他
該
調
査

に
就
き
て
特

に
吾
人
を
し
て
異
様
の
戚
を
抱

か
し
む
る
も
の
は
、
政
府
當
局
の
植
民
地

の
農

業
歌
態

に
観
す

る
知
識

の
案
外
に
乏
し
い
こ
ε
が
、
該
調
査
に
依
り
て
全
く
暴
露

さ
れ
居
る
ε
云

ふ
こ
ε
で
あ
る
、

.毫
淘

の
状
態
は
姑
一
之
を
措
き
朝
鮮
の
み
に
就
き
て
考
ふ
る
も
、
朝
鮮

の
氣
候
は
夏
季
稲
作

の
時
期
に
於

て
氣
温

高
く
、

叉
内
地
の
如
き
暴
風
雨
の
襲
来
少

き
を
以
て
、

米
作
地
・じ
し
て
は
頗

る
適
性
を
具

へ
、

且

つ
其

の
地
味

地
質
の
如

き
も
敢
て
内
地
に
劣
ら
塗
い
、
唯
從
來
農
業
方
法
の
不
完
全
な
b
し
が
薦
め
に
著
く
地
力
を
消
耗
し

つ

Σ
あ
る
を
以
て
、
先
づ
土
地

に
改
頁
工
事
を
施

し
て
灌
漑
排
水
の
便
を
計
る
ε
共

に
、
種
子
肥
料
等

の
選
澤
に
内

地

に
於
け
る
ご
一同

】
程
度
の
注
意
を
加
ふ
る
あ
ら
ん
か
、

將
來
は

驚
く

べ
き
優
秀
な
.る

米
産
地
ご
な
る
で
あ
ら

う
、
殊

に
朝
鮮
米
の
特
長
は
其

の
品
質

の
甚
だ
佳
良
な
る
こ
巴
に
し
て
、
上
米

の
部
に
脇
す

る
も

の
は
現
に
内
地

や

に
於
て
肥
後
末
文
は
防
長
米

ε
同
格
の
取
扱
ひ
を
受
け
て
居
る
、
然

る
に
朝
鮮

の
田
地
の
面
積
約
百
五
十
萬
町
歩

中
灌
漑

の
設
備
を
有
す

る
も

の
は
僅
に
其

の
五
分
の

一
位
に
過
ぎ
す
し
て
、
他

は
全
く
降
雨
に
の
み
依
頼
す

る
所

謂
天
水

田
で
あ
る
、
從
て
現
在
に
於
て
は
其
の
生
産
力
は
甚

だ
小
鳩
し
て
孚
均

一
反
ル
の
牧
穫
は

一
石
内
外
な
る

も
、
這

は
全
く
灌
漑
設
備
の
不
完
全
な
る
に
原

因
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
共

の
設
備
を
完
成
せ
ば
産
額
の
増
加

は
期
し
て
待

つ
べ
き
で
あ
る
、
其

の
他
朝
鮮
に
は
未
開
地

の
開
墾
、
干
潟
地

の
干
拓
、
畑
地

の
地
目
攣
換
算
に
依

り
て
新
に
水
田
を
設
け
得
る
場
所
が
決
し
て
少
く
な
い
、
今
日
迄
の
調
査

に
撫
れ
ば
其

の
面
積
は
約
百
四
十
萬
町

時

論

我
が
國
の
人
口
鉗
食
横
間
.題

第
十
五
巻

(第
五
號

九
七
)

七
四
「「

響



時

論

我
が
國
の
人
口
封
食
糧
問
題

第
十
五
巻

(第
五
號

九
八
】

七
四
二

歩

ε
稔
せ
ら
る

・
.も
、
内
四
十
萬
町
歩
は
最
も
容
易
に
新
田
ε
な
り
得

る
見
込
が
あ
る
、
故

に
假
り
に
二
十
箇
年

計
諾
を
以
て
上
述

の
灌
漑

の
設
備
、
未
開
地
の
開
墾
.
干
拓
及
地
目
の
攣
換
等
を
行
ひ
、
之
ξ
同
時
に
施
肥
配
種

其
の
他
諸
般
の
農
作
方
法
に
不
断

の
改
頁
を
加

へ
ば
h
三
十
箇
牛
後
に
は
優
に

　
千
八
百
萬
石
内
外
の
産
米
を
増

加
し
得

べ
く
、
内
八
百
萬
石
駐
朝
鮮
内
地
.の
消
費

に
充

つ
る
も
、
残
り
約

一
千
萬
石
は
之
を
移
耕
す

る
こ
ぎ
を
得

る
の
で
あ
る
、
加
之
、
水
田
の
改
良
、
未
開
地

の
開
墾
.
干
拓
及
地
目
の
攣
換
等
に
要
す

る
費
用
の
如
き
も
朝
鮮

に
於
て
は
比
較
的
少
被
を
以
て
足
り
、
例

へ
ば
將
來

一
石
を
得

る
矯
め
に
要
す

る
是
等
の
事
業
費
は
李
均
二
十
圓

乃
至
四
十
圓
を
以
て
足
る
も
.
日
本
内
地

に
於
て
は
少
く
ε
も
七
十
圓
以
上
を
要
す

る
ざ
云
ふ
こ
`
で
あ
る
、
故

に
朝
鮮
に
於
け
る
産
米
増
殖
の
計
鎧
を
樹
立
す
る
こ
ε
は
、
是
れ
實
に
我
が
國
の
食
糧
問
題
を
解
決
す
る
鍵
鋸

に

し
て
、
叉
之
に
依
り
て
朝
鮮

の
経
済
財
政
上
に
も
少
か
ら
ざ

る
好
影
響
を
興
ふ
る
も
の
な
る
二
ξ
を
惟
ふ
時
は
、

政
府
當
局
は
萬
難
を
排
し
て
着

々
此
の
方
針
に
向
て
其
の
歩
を
推

め
る

べ
き
で
あ
ら
う
オ
思

ふ
、
類
似
の
事
情
は

、

蛍
に
朝
鮮

の
み
な
ら
す
墓
灘
に
於
て
も
亦
之
を
認
め
得
ら
る
》
の
で
あ
る
。

要
之
、
以
上
述

べ
た

る
が
如
き
諸
種
の
事
情
を
綜
合
し
て
考
ふ
る
時
は
、
内
地
に
於
て
も
植
民
地

に
於
て
も
農

業
上
に
街
憾
改
頁
披
張
の
鯨
地
の
存
す

る
幾
多
の
施
設

の
残
存
せ
る
今
日
に
於
て
、
輕
卒

に
も
人
口
樹
食
糧
問
題

の
前
途
に
關
し
て
根
振
な
き
極
端
な
る
悲
観
説
を
唱

へ
、
甚

し
き
に
至
り

て
は
人
口
制
限
を
以
て
此
の
問
題

に
劃

す

る
唯

一
の
解
決
方
法
の
如
く
に
速
断
し
、
.藪
に
避
難
の
安
居
を
求
め
ん
ε
す

る
が
如
き
説
を
立

つ
る
者
あ
る
は
、

世
を
誤

る
こ
ご
大
な
り

ε
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

.
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